
第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 発行済株式は、すべて議決権を有する株式である。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 10,000,000,000

計 10,000,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年６月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,447,997,492 3,447,997,492

東京、名古屋、大
阪、福 岡、札 幌、
ニューヨーク、ロ
ンドン各証券取引
所 
(東京、名古屋、大
阪は市場第１部) 

―

計 3,447,997,492 3,447,997,492 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

① 当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行

している。 

＜第１回新株予約権証券（平成14年６月26日決議分）＞ 

 
  

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 3,621個 3,601個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 362,100株 360,100株

新株予約権の行使時の払込金額 2,958円 2,958円

新株予約権の行使期間 
   平成16年８月１日から
   平成20年７月31日まで 

  平成16年８月１日から
   平成20年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 2,958円
   資本組入額 1,479円 

   発行価格 2,958円
   資本組入額 1,479円 

新株予約権の行使の条件 

１ 新株予約権者の退任・定年退職・転籍・死亡の場合における本新
株予約権の行使については以下のとおりとする。 

 ①退任・定年退職・転籍の場合
退任・定年退職・転籍後６ヶ月に限り、行使することができるも
のとする。ただし、当社取締役を退任後ただちに当社常務役員に
就任する場合および当社常務役員を退任後ただちに当社取締役に
就任する場合には、退任にあたらないものとする。 

 ②死亡の場合
本新株予約権の行使はできないものとする。 

２ 上記１に定める以外の行使の条件については、当社と新株予約権
者との間で個別に締結する契約に定めるところによるものとす
る。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 
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＜第２回新株予約権証券（平成15年６月26日決議分）＞ 

 
  

＜第３回新株予約権証券（平成16年６月23日決議分）＞ 

 
  

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 7,601個 7,571個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 760,100株 757,100株

新株予約権の行使時の払込金額 3,116円 3,116円

新株予約権の行使期間 
   平成17年８月１日から
   平成21年７月31日まで 

  平成17年８月１日から
   平成21年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 3,116円
   資本組入額 1,558円 

   発行価格 3,116円
   資本組入額 1,558円 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 
２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当を受けた

時点の会社における取締役、常務役員、従業員またはその他これ
らに準ずる地位にあることを要す。ただし、上記「新株予約権の
行使期間」内での退任、定年退職または転籍の場合はこの限りで
ない。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。
４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締

結する契約に定めるところによるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 10,387個 10,387個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,038,700株 1,038,700株

新株予約権の行使時の払込金額 4,541円 4,541円

新株予約権の行使期間 
   平成18年８月１日から
   平成22年７月31日まで 

  平成18年８月１日から   
   平成22年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 4,541円
   資本組入額 2,271円 

   発行価格 4,541円
   資本組入額 2,271円 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当を受けた
時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、従業員また
はその他これらに準ずる地位にあることを要す。ただし、上記
「新株予約権の行使期間」内での退任、定年退職または転籍の場
合はこの限りでない。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。

４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締
結する契約に定めるところによるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 
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＜第４回新株予約権証券（平成17年６月23日決議分）＞ 

 
  

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 16,348個 16,287個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 1,634,800株 1,628,700株

新株予約権の行使時の払込金額 4,377円 4,377円

新株予約権の行使期間 
   平成19年８月１日から
   平成23年７月31日まで 

  平成19年８月１日から
   平成23年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 4,377円
   資本組入額 2,189円 

   発行価格 4,377円
   資本組入額 2,189円 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、当社第101回定時株主総会終結後２年内の最終の
決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受
けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、従業員
またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。

４ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締
結する契約に定めるところによるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 本新株予約権を譲渡するにあたっては当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 
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② 当社は、会社法第236条および第238条の規定ならびに第239条の規定に基づき新株予約権を発
行している。 

＜第５回新株予約権証券（平成18年６月23日決議分）＞ 

 
  

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 31,760個 31,760個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 3,176,000株 3,176,000株

新株予約権の行使時の払込金額 6,140円 6,140円

新株予約権の行使期間 
   平成20年８月１日から
   平成26年７月31日まで 

  平成20年８月１日から
   平成26年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 6,140円
資本組入額は会社計算規則第40
条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとする。 

   発行価格 6,140円
資本組入額は会社計算規則第40条
第１項に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上
げるものとする。 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、当社第102回定時株主総会終結後２年内の最終の
決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受
けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従
業員等であることを要す。 

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた
会社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った後
も２年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、
自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇によ
り、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 

４ 新株予約権の相続はこれを認めない。 
５ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締

結する契約に定めるところによるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を
要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 
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＜第６回新株予約権証券（平成19年６月22日決議分）＞ 

 
  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 自己株式の消却による減少。 

  

事業年度末現在
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年５月31日)

新株予約権の数 32,640個 32,640個 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 3,264,000株 3,264,000株

新株予約権の行使時の払込金額 7,278円 7,278円

新株予約権の行使期間 
   平成21年８月１日から
   平成27年７月31日まで 

  平成21年８月１日から
   平成27年７月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格および資本組入額 

    発行価格 7,278円
資本組入額は会社計算規則第40
条第１項に従い算出される資本
金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未満の
端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとする。 

   発行価格 7,278円
資本組入額は会社計算規則第40条
第１項に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金額と
し、計算の結果１円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上
げるものとする。 

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、当社第103回定時株主総会終結後２年内の最終の
決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の割当を受
けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員または従
業員等であることを要す。 

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた
会社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った後
も２年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、
自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇によ
り、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 

４ 新株予約権の相続はこれを認めない。 
５ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締

結する契約に定めるところによるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を
要するものとする。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 

― ― 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 

― 3,609,997 ― 397,049 ― 416,970

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

― 3,609,997 ― 397,049 ― 416,970

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

― 3,609,997 ― 397,049 ― 416,970

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 

― 3,609,997 ― 397,049 ― 416,970

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日 

(注) △162,000 3,447,997 ― 397,049 ― 416,970
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(5) 【所有者別状況】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 「その他の法人」欄には、実質株主名簿に記載されていない㈱証券保管振替機構名義の株式が、591単元

含まれている。 

２ 「外国法人等個人以外」欄には、ADR（米国預託証券）保有分の株式が、株主数１人、1,214,806単元含

まれている。 

３ 当社所有の自己株式は、株主総会決議または取締役会決議に基づく自己株式の取得、および単元未満株

式の買取請求によるものであり、「個人その他」欄に、2,987,176単元含まれている。 

  

(6) 【大株主の状況】 

平成20年３月31日現在 

 

 
  

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 556 117 4,591 1,146 292 489,831 496,533 ―

所有株式数 
(単元) 

― 12,045,594 338,007 6,050,000 9,003,533 2,083 7,016,827 34,456,044 2,393,092 

所有株式数 
の割合(％) 

― 34.96 0.98 17.56 26.13 0.01 20.36 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
㈱ 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 217,049 6.29

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱ 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 216,780 6.29

㈱豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町二丁目１番地 200,195 5.81

日本生命保険(相) 大阪市中央区今橋三丁目５番12号 131,653 3.82

ヒーローアンドカンパニー 
（常任代理人 ㈱三井住友銀行
証券ファイナンス営業部） 

90 Washington Street New York, 
NY 10015 U.S.A 
（東京都千代田区丸の内一丁目３番２
号） 

121,480 3.52

資産管理サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海一丁目８番12号 105,072 3.05

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー 
（常任代理人 ㈱みずほコーポ
レート銀行兜町証券決済業務
室） 

P.O.BOX 351 Boston, Massachusetts
02101 U.S.A 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

97,459 2.83

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 83,821 2.43

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川二丁目27番２号 65,166 1.89

㈱デンソー 愛知県刈谷市昭和町一丁目１番地 58,678 1.70

計 ― 1,297,357 37.63

(注) １ 

２ 

 

 

 

３ 

  

上記のほか、当社が所有している自己株式298,717千株がある。 

上記、各信託銀行所有株式数は、全て信託業務に係る株式の総数である。各信託銀行所有株式数のうち

株主名簿上所有株式数が最も多い名義分は、それぞれ次のとおりである。 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）168,513千株、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託

口）137,448千株、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｙ口）19,537千株 

ヒーローアンドカンパニーは、ADR（米国預託証券）の受託機関であるザ バンク オブ ニューヨークの

株式名義人である。 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」は、自己株式298,717,600株と相互保有株式40,080,500株である。 

２ 「完全議決権株式(その他)」には、実質株主名簿に記載されていない㈱証券保管振替機構名義の株式

59,100株(議決権591個)および名義人以外から株券喪失登録のある株式が200株(議決権2個)含まれてい

る。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 
― ―

(注)１ 338,798,100

 
完全議決権株式(その他) (注)２

普通株式 
31,068,063 ―

3,106,806,300

単元未満株式 
普通株式 

― ―
2,393,092

発行済株式総数 3,447,997,492 ― ―

総株主の議決権 ― 31,067,470 ―
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② 【自己株式等】 

平成20年３月31日現在 

 
  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

トヨタ自動車㈱ 
[自己株式] 

愛知県豊田市トヨタ町
１番地 

298,717,600 ― 298,717,600 8.66 

東和不動産㈱ 
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号 

35,314,200 ― 35,314,200 1.02 

豊田合成㈱ 
愛知県西春日井郡春日町
落合長畑１番地 

1,658,900 ― 1,658,900 0.05 

名古屋テレビ放送㈱ 
愛知県名古屋市中区橘
二丁目10番１号 

1,211,500 ― 1,211,500 0.04 

アイシン高丘㈱ 
愛知県豊田市高丘新町天王
１番地 

473,100 ― 473,100 0.01 

富士通テン㈱ 
兵庫県神戸市兵庫区御所通
一丁目２番28号 

334,300 ― 334,300 0.01 

豊臣機工㈱ 
愛知県安城市今本町東向山
７番地 

294,600 ― 294,600 0.01 

京三電機㈱ 茨城県古河市丘里11番地３ 222,400 ― 222,400 0.01 

トヨタ紡織㈱ 
愛知県刈谷市豊田町一丁目
１番地 

201,300 ― 201,300 0.01 

トリニティ工業㈱ 
愛知県豊田市柿本町一丁目
９番地 

145,400 ― 145,400 0.00 

アイシン・エィ・ 
ダブリュ㈱ 

愛知県安城市藤井町高根10
番地 

100,100 ― 100,100 0.00 

愛三工業㈱ 
愛知県大府市共和町一丁目
１番地の１ 

71,700 ― 71,700 0.00 

ネッツトヨタ西日本㈱ 
福岡県福岡市博多区西月隈
三丁目１番48号 

12,700 ― 12,700 0.00 

㈱東海理化電機製作所 
愛知県丹羽郡大口町豊田
三丁目260番地 

10,200 ― 10,200 0.00 

大豊工業㈱ 
愛知県豊田市緑ヶ丘三丁目
65番地 

10,000 ― 10,000 0.00 

アイシン軽金属㈱ 
富山県射水市奈呉の江
12番地の３ 

9,900 ― 9,900 0.00 

名古屋ダイハツ㈱ 
愛知県名古屋市中区千代田
三丁目２番５号 

8,000 ― 8,000 0.00 

ナミコー㈱ 
兵庫県伊丹市東有岡一丁目
65番地 

2,000 ― 2,000 0.00 

津田工業㈱ 
愛知県刈谷市幸町一丁目
１番地１ 

200 ― 200 0.00 

計 ― 338,798,100 ― 338,798,100 9.83 
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(8) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用している。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20お

よび第280条ノ21の規定に基づき当社が新株予約権を発行する方法により、当社および当社関係会社

の取締役および従業員等に対して付与することを、平成14年６月26日開催の定時株主総会におい

て、また、当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等に対して付与することを、

平成15年６月26日、平成16年６月23日および平成17年６月23日開催の定時株主総会において、それ

ぞれ決議されたものである。 

なお、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき当社が新株予約権を発行する方法に

より、当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等に対して付与することを、平成

18年６月23日、平成19年６月22日および平成20年６月24日開催の定時株主総会において決議されて

いる。 

当該制度の内容は次のとおりである。 
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 ＜平成14年６月26日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、平成14年８月１日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、新株予約権の行

使、旧商法第210条ノ２第２項の株主総会決議に基づく自己株式の譲渡および既に発行されている新株引受

権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」は、当社が保有する自己株式の数を除く。 

  

〔平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づくストックオプション制度〕

決議年月日 平成14年６月26日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役および従業員等 554名 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 1,876,000株

新株予約権の行使時の払込金額 2,958円 (注)

新株予約権の行使期間 平成16年８月１日から平成20年７月31日まで

１ 新株予約権の発行を受けた者の退任・定年退職・転籍・死亡の場合

の取扱いは以下のとおりとする。 

 ① 退任・定年退職・転籍の場合 

 
新株予約権の行使の条件 

    退任・定年退職・転籍後６ヶ月間に限り、与えられた権利を行

使することができる。ただし、当社取締役を退任後ただちに当

社常務役員に就任する場合および当社常務役員を退任後ただち

に当社取締役に就任する場合には、退任にあたらないものとす

る。 

 ② 死亡の場合 

    死亡と同時に、与えられた権利は失効するものとする。 

２ その他の条件は、平成14年６月26日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

平成14年８月１日以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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 ＜平成15年６月26日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の

行使、旧商法第210条ノ２第２項の株主総会決議に基づく自己株式の譲渡および既に発行されている新株引

受権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成15年６月26日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 592名

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 1,958,000株

新株予約権の行使時の払込金額 3,116円 (注)

新株予約権の行使期間 平成17年８月１日から平成21年７月31日まで

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当を受けた時

点の会社における取締役、常務役員、従業員またはその他これらに

準ずる地位にあることを要す。ただし、上記「新株予約権の行使期

間」内での退任、定年退職または転籍の場合はこの限りでない。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

４ その他の条件は、平成15年６月26日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
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 ＜平成16年６月23日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の

行使、旧商法第210条ノ２第２項の株主総会決議に基づく自己株式の譲渡および既に発行されている新株引

受権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成16年６月23日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 609名

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 2,021,000株

新株予約権の行使時の払込金額 4,541円 (注)

新株予約権の行使期間 平成18年８月１日から平成22年７月31日まで

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、権利行使時において新株予約権の割当を受けた時

点に在籍していた会社における取締役、常務役員、従業員またはそ

の他これらに準ずる地位にあることを要す。ただし、上記「新株予

約権の行使期間」内での退任、定年退職または転籍の場合はこの限

りでない。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

４ その他の条件は、平成16年６月23日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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＜平成17年６月23日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の発行日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権の

行使、旧商法第210条ノ２第２項の株主総会決議に基づく自己株式の譲渡および既に発行されている新株引

受権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成17年６月23日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 622名

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 2,104,000株

新株予約権の行使時の払込金額 4,377円 (注)

新株予約権の行使期間 平成19年８月１日から平成23年７月31日まで

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 
 
 
新株予約権の行使の条件 

２ 新株予約権者は、平成17年６月23日開催の定時株主総会終結後２年

内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の

割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、

従業員またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。 

３ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

４ その他の条件は、平成17年６月23日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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〔会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づくストックオプション制度〕 

＜平成18年６月23日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただ

し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成18年６月23日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 606名

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 3,176,000株

新株予約権の行使時の払込金額 6,140円 (注) 

新株予約権の行使期間 平成20年８月１日から平成26年７月31日まで

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、平成18年６月23日開催の定時株主総会終結後２年

内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の

割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、

従業員またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。 

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会

社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った後も２

年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都

合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地

位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 

４ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

５ その他の条件は、平成18年６月23日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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＜平成19年６月22日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただ

し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成19年６月22日定時株主総会および取締役会 

付与対象者の区分及び人数 当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等 609名

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 3,264,000株

新株予約権の行使時の払込金額 7,278円

新株予約権の行使期間 平成21年８月１日から平成27年７月31日まで

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、平成19年６月22日開催の定時株主総会終結後２年

内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の

割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員、

従業員またはその他これらに準ずる地位にあることを要す。 

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会

社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った後も２

年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都

合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地

位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 

４ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

５ その他の条件は、平成19年６月22日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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＜平成20年６月24日決議分＞ 

 
  

 
  

 
  

また、新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行または普通株式の自己株式の処分

を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。ただ

し、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わない。 

  

 
  

なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処

分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 

  

決議年月日 平成20年６月24日定時株主総会

付与対象者の区分及び人数 
当社および当社関係会社の取締役、常務役員および従業員等(個別の付
与対象者の決定については、新株予約権発行の取締役会決議による) 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数 3,700,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額 

各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの

払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権の割当日の東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場

合はその前日以前の取引が成立した取引日のうち新株予約権の割当日に

最も近い日の終値)に1.025を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上

げる。(注) 

新株予約権の行使期間 平成22年８月１日から平成28年７月31日まで

新株予約権の行使の条件 

１ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

２ 新株予約権者は、平成20年６月24日開催の定時株主総会終結後２年

内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで、新株予約権の

割当を受けた時点に在籍していた会社における取締役、常務役員ま

たは従業員等であることを要す。 

３ 新株予約権者は、新株予約権の割当を受けた時点に在籍していた会

社における取締役、常務役員または従業員等の地位を失った後も２

年間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、自己都

合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地

位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 

４ 新株予約権の相続はこれを認めない。 

５ その他の条件は、平成20年６月24日開催の定時株主総会決議および

取締役会決議に基づき定めるものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

―

(注) 

 

新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割(または株式併合)の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

  

会社法第155条第３号による普通株式の取得 

 
  

 
  

 
  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号、会社法第165条第２項および会社法第163条による普
通株式の取得、ならびに会社法第155条第７号による単元未満株式の買取請
求による普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

株主総会(平成18年６月23日)での決議状況 
(取得期間平成18年６月24日～平成19年６月23日) 

30,000,000 200,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 18,950,100 137,009,223,000

当事業年度における取得自己株式 8,619,200 62,989,744,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 2,430,700 1,033,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 8.10 0.00

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 8.10 0.00

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

株主総会(平成19年６月22日)での決議状況 
(取得期間平成19年６月23日～平成20年６月22日) 

30,000,000 250,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 30,000,000 187,974,795,000

残存授権株式の総数及び価額の総額 0 62,025,205,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.00 24.81

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 0.00 24.81

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

株主総会(平成20年６月24日)での決議状況 
(取得期間平成20年６月25日～平成21年６月24日) 

30,000,000 200,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 ― ― 

残存授権株式の総数及び価額の総額 ― ― 

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ― 

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 100.00 100.00
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(2) 【取締役会決議による取得の状況】 
  

会社法第165条第２項による普通株式の取得 

 
  

会社法第163条による普通株式の取得 

 
  

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成20年２月５日)での決議状況 
(取得期間平成20年２月18日～平成20年２月29日) 

12,000,000 60,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 9,528,000 59,998,833,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 2,472,000 1,167,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 20.60 0.00

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 20.60 0.00

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成20年３月31日)での決議状況 
(取得日平成20年３月31日) 

1,217,600 6,051,472,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ― 

当事業年度における取得自己株式 1,217,600 6,051,472,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 0

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 0.00 0.00

当期間における取得自己株式 ― ― 

提出日現在の未行使割合(％) 0.00 0.00
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(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

会社法第155条第７号による単元未満株式の買取請求による普通株式の取得 

 
(注) 当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

による取得は含まれていない。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 
  

 
(注) 当期間の株式数および処分価額の総額には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権

の権利行使による譲渡および単元未満株式の買取による取得は含まれていない。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 84,140 581,001,330

当期間における取得自己株式 9,823 51,252,650

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 162,000,000 657,660,060,000 ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他(新株予約権の権利行使) 792,100 3,101,589,265 11,100 45,061,974

保有自己株式数 298,717,640 ― 298,716,363 ―

─ 69 ─



当社は、株主の皆様の利益を重要な経営方針の一つとして位置づけ、企業体質の充実・強化をはかり

つつ、積極的な事業展開を推進し、１株当たり利益の継続的な増加に努めている。配当金については、

毎期の業績、新規投資計画等を勘案しながら、連結配当性向30％の早期実現を目指すとともに、１株当

たり配当金の増額基調の継続に努めていきたいと考えている。また、経営環境の変化に対応するととも

に、資本効率の向上をはかるため自己株式の取得も実施している。 

今後も世界的な自動車市場の成長を見込む中、内部留保資金については、安定的な経営基盤を確保し

つつ、商品力の向上・次世代技術開発などの先行投資、もう一段のグローバルな事業拡大に向けた国内

外の生産販売体制の整備および新規事業分野の展開に活用していく。 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としている。当社は定款

に、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定めてい

る。配当の決定機関は、中間配当は取締役会であり、期末配当は定款に取締役会決議による剰余金の配

当を可能とする規定を設けているが、株主の意向を直接伺う機会を確保するため、株主総会としてい

る。 

当期の配当金については、上記方針に基づき、中間配当金は前期中間配当金に比較して1株につき15

円増配の65円、期末配当金は前期期末配当金に比較して１株につき５円増配の75円、年間の配当金とし

ては１株につき20円増配の140円となった。これにより、連結配当性向は25.9％となった。 

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りである。 

 
  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第１部)の市場相場である。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所(市場第１部)の市場相場である。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円）

平成19年11月7日 
取締役会決議

207,004 65 

平成20年6月24日 
定時株主総会決議

236,195 75 

４ 【株価の推移】

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 3,990 4,520 6,560 8,350 7,880

最低(円) 2,455 3,730 3,790 5,430 4,810

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 6,910 6,790 6,440 5,890 6,400 5,640

最低(円) 5,950 5,780 5,930 4,880 5,580 4,810
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役会長 代表取締役 張   富士夫 昭和12年２月２日生

昭和35年４月 当社入社 

(注)３ 40 

昭和62年７月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング U.S.A.㈱取締役

執行副社長就任 

昭和63年９月 当社取締役就任 

昭和63年12月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング U.S.A.㈱取締役

社長就任 

平成６年９月 当社常務取締役就任 

平成６年10月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング U.S.A.㈱取締役

社長退任 

平成８年６月 当社専務取締役就任 

平成10年６月 当社取締役副社長就任 

平成11年６月 当社取締役社長就任 

平成17年６月 当社取締役副会長就任 

平成18年６月 当社取締役会長就任 

取締役副会長 代表取締役 中 川 勝 弘 昭和17年３月11日生

平成10年９月 東京海上火災保険㈱顧問就任 

(注)３ 34 

平成13年６月 東京海上火災保険㈱顧問退任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成14年６月 当社専務取締役就任 

平成15年６月 当社取締役副社長就任 

平成16年６月 当社取締役副会長就任 

取締役副会長 代表取締役 岡 本 一 雄 昭和19年２月20日生

昭和42年４月 当社入社 

(注)３ 25 

平成７年１月 当社第２開発センター第２ボ

デー設計部長就任 

平成８年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

平成20年６月 当社取締役副会長就任 

取締役社長 代表取締役 渡 辺 捷 昭 昭和17年２月13日生

昭和39年４月 当社入社 

(注)３ 31 

平成４年１月 当社経営企画部長就任 

平成４年９月 当社取締役就任 

平成９年６月 当社常務取締役就任 

平成11年６月 当社専務取締役就任 

平成13年６月 当社取締役副社長就任 

平成17年６月 当社取締役社長就任 

取締役副社長 代表取締役 笹 津 恭 士 昭和19年６月11日生

昭和42年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 28 

平成９年１月 当社第３営業本部カローラ店

部長就任 

平成９年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

取締役副社長 代表取締役 木 下 光 男 昭和21年１月１日生

昭和43年４月 当社入社 

(注)３ 27 

平成８年１月 当社海外渉外広報部長就任 

平成９年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

取締役副社長 代表取締役 内山田 竹 志 昭和21年８月17日生

昭和44年４月 当社入社 

(注)３ 28 

平成８年１月 当社第２開発センターチーフ

エンジニア就任 

平成10年６月 当社取締役就任 

平成13年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

平成17年６月 トヨタ自動車技術センター

（中国）㈲取締役会長就任 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役副社長 代表取締役 瀧 本 正 民 昭和21年１月13日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)３ 29 

平成６年４月 当社第３開発センター第３企

画部長就任 

平成11年６月 当社取締役就任 

平成14年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

取締役副社長 代表取締役 豊 田 章 男 昭和31年５月３日生

昭和59年４月 当社入社 

(注)３ 4,564 

平成12年５月 当社Gazoo事業部主査兼国内業

務部業務改善支援室主査就任 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成14年６月 当社常務取締役就任 

平成15年６月 当社専務取締役就任 

平成16年３月 デジタルメディア アジア パ

シフィック㈱取締役会長就任 

平成17年６月 当社取締役副社長就任 

専務取締役 米州本部長 布 野 幸 利 昭和22年２月１日生

昭和45年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 34 

平成９年７月 米国トヨタ自動車販売㈱上級

副社長就任 

平成12年６月 米国トヨタ自動車販売㈱上級

副社長退任 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成15年６月 米国トヨタ自動車販売㈱取締

役社長就任 

平成15年６月 キャルティ デザイン リサー

チ㈱取締役副社長就任 

平成16年６月 当社取締役就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 米国トヨタ自動車販売㈱取締

役社長退任 

平成17年６月 米国トヨタ自動車販売㈱取締

役会長就任 

平成18年５月 トヨタ モーター ノース アメ

リカ㈱取締役会長就任 

平成18年５月 トヨタ パーソネル サービス 

U.S.A.㈱取締役社長就任 

平成19年６月 トヨタ モーター ノース アメ

リカ㈱取締役会長退任 

専務取締役 調達本部長 新 美 篤 志 昭和22年７月30日生

昭和46年４月 当社入社 

(注)３ 29 

平成11年６月 当社生技管理部長就任 

平成12年６月 当社取締役就任 

平成14年６月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング ノース アメリ

カ㈱取締役社長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成16年６月 当社取締役就任 

平成17年６月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング ノース アメリ

カ㈱取締役社長退任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役
グローバル営業

企画本部長
髙 田 坦 史 昭和21年12月22日生

昭和44年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 12 

平成７年３月 当社宣伝部長就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役

渉外・広報 

本部長 

住宅事業本部長

立 花 貞 司 昭和22年１月18日生

昭和44年４月 当社入社 

(注)３ 14 

平成10年９月 当社東京業務部長就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

平成19年６月 トヨタホーム㈱取締役会長就

任 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

専務取締役

情報事業本部長

カスタマー 

サービス本部長

佐々木 眞 一 昭和21年12月18日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)３ 11 

平成12年１月 当社堤工場工務部長就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成16年６月 トヨタ モーター エンジニア

リング・マニュファクチャリ

ング ヨーロッパ㈱取締役社長

就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

平成17年10月 トヨタ モーター エンジニア

リング・マニュファクチャリ

ング ヨーロッパ㈱取締役社長

退任 

平成17年10月 トヨタ モーター ヨーロッパ

㈱取締役社長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター ヨーロッパ

㈱取締役社長退任 

（平成17年10月 トヨタ モー

ター ヨーロッパ㈱はトヨタ 

モーター マーケティング ヨ

ーロッパ㈱がトヨタ モーター 

ヨーロッパ㈱およびトヨタ モ

ーター エンジニアリング・マ

ニュファクチャリング ヨーロ

ッパ㈱と合併し、トヨタ モー

ター ヨーロッパ㈱に社名変

更） 

専務取締役
豪亜中近東 

本部長
岡 部   聰 昭和22年９月17日生

昭和46年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 25 

平成12年１月 当社オセアニア・中近東本部

オセアニア・中近東営業部長

就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

平成17年６月 トヨタ モ－ター アジア パシ

フィック㈱取締役会長就任 

専務取締役 国内営業本部長 一 丸 陽一郎 昭和23年10月10日生

昭和46年７月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 21 

平成12年１月 当社カローラ店営業本部カロ

ーラ店営業部長就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役

生産技術本部長 

ＦＣ開発本部 

副本部長

井 川 正 治 昭和24年９月１日生

昭和50年４月 当社入社 

(注)３ 27 

平成12年６月 当社生技管理部長就任 

平成13年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成17年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役
生産企画本部長 

製造本部長
伊 奈 功 一 昭和23年５月６日生

昭和48年４月 当社入社 

(注)３ 31 

平成13年９月 当社元町工場工務部長兼同工

場ＢＲ海外自立支援室長就任 

平成14年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

平成19年６月 トヨタ モーター アジア パシ

フィック エンジニアリング 

アンド マニュファクチャリン

グ㈱取締役会長就任 

平成19年６月 トヨタ モーター エンジニア

リング アンド マニュファク

チャリング ノース アメリカ

㈱取締役会長就任 

専務取締役
第２技術開発 

本部長
小 吹 信 三 昭和25年３月８日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)３ 23 

平成15年１月 当社第３企画部長兼同部ＣＶ

室長兼ＬＥＸＵＳ企画部長就

任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

─ 73 ─



   

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

専務取締役 中国本部長 佐々木   昭 昭和23年２月26日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)３ 17 

平成14年11月 当社中国部主査就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成15年８月 トヨタ自動車技術センター

（中国）㈲取締役社長就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

平成19年６月 トヨタ自動車技術センター

（中国）㈲取締役社長退任 

平成19年６月 トヨタ自動車（中国）投資㈲

取締役会長就任 

平成19年６月 一汽トヨタ自動車販売㈲取締

役副会長就任 

平成19年６月 一汽トヨタ（長春）エンジン

㈲取締役副会長就任 

平成19年６月 広汽トヨタエンジン㈲取締役

会長就任 

平成19年６月 広州トヨタ自動車㈲取締役副

会長就任 

平成19年６月 四川一汽トヨタ自動車㈲取締

役副会長就任 

平成19年６月 天津一汽トヨタエンジン㈲取

締役副会長就任 

平成19年６月 天津一汽トヨタ自動車㈲取締

役副会長就任 

平成19年６月 トヨタ一汽（天津）金型㈲取

締役会長就任 

平成19年８月 同方環球（天津）物流㈲取締

役副会長就任 

平成19年９月 トヨタ自動車技術センター

（中国）㈲取締役副会長就任 

専務取締役
欧州・アフリカ

本部長
荒 島   正 昭和24年８月14日生

昭和48年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 20 

平成15年１月 当社ヨーロッパ部長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成15年６月 トヨタ モーター マーケティ

ング  ヨーロッパ㈱取締役社

長就任 

平成17年10月 トヨタ モーター ヨーロッパ

㈱取締役副社長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター ヨーロッパ

㈱取締役社長就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

（平成17年10月 トヨタ モー

ター マーケティング ヨーロ

ッパ㈱はトヨタ モーター ヨ

ーロッパ㈱およびトヨタ モー

ター エンジニアリング・マニ

ュファクチャリング ヨーロッ

パ㈱と合併し、トヨタ モータ

ー ヨーロッパ㈱に社名変更） 

専務取締役
渉外・広報  

本部副本部長
古 橋   衞 昭和25年１月３日生

昭和48年４月 当社入社 

(注)３ 12 
平成11年１月 当社東京秘書部長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役
総務・人事  

本部長
小 澤   哲 昭和24年８月５日生

昭和49年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 15 
平成14年６月 当社海外企画部副部長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成19年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役 品質保証本部長 二 橋 岩 雄 昭和25年２月16日生

昭和45年４月 当社入社 

(注)３ 12 
平成13年６月 当社生技管理部副部長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成20年６月 当社専務取締役就任 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

専務取締役

技術管理本部長

第１技術開発 

 本部長

市 橋 保 彦 昭和27年３月22日生

昭和49年４月 当社入社 

(注)３ 22 

平成11年１月 当社第２開発センターチーフ

エンジニア就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成16年６月 トヨタ テクニカル センター

U.S.A㈱取締役社長就任 

平成18年４月 トヨタ テクニカル センター

U.S.A㈱取締役社長退任 

平成18年４月 トヨタ モーター エンジニア

リング アンド マニュファク

チャリング ノース アメリカ

㈱執行副社長就任 

平成20年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役 山 科   忠 昭和26年５月８日生

昭和52年４月 当社入社 

(注)３ 9 

平成13年１月 トヨタ テクニカル センター

U.S.A㈱取締役社長就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成16年６月 トヨタ テクニカル センター

U.S.A㈱取締役社長退任 

平成18年12月 トヨタモータースポーツ㈲取

締役副会長就任 

平成19年６月 トヨタモータースポーツ㈲取

締役会長就任 

平成20年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役
事業開発本部長

経理本部長
伊地知 隆 彦 昭和27年７月15日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 11 
平成15年１月 当社経理部長就任 

平成16年６月 当社常務役員就任 

平成20年６月 当社専務取締役就任 

専務取締役 安 形 哲 夫 昭和28年４月26日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)３ 6 

平成16年１月 当社生産管理部長兼同部シス

テム企画室長就任 

平成16年６月 当社常務役員就任 

平成18年６月 トヨタ モーター インダスト

リーズ ポーランド㈲取締役会

長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター ヨーロッパ

㈱執行副社長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング （ＵＫ）㈱取締

役会長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング ターキー㈱取締

役会長就任 

平成18年７月 トヨタ モーター マニュファ

クチャリング フランス㈱取締

役会長就任 

平成20年６月 当社専務取締役就任 

取締役 

名誉会長
豊 田 章一郎 大正14年２月27日生

昭和27年７月 当社入社 

(注)３ 11,176 

昭和27年７月 当社取締役就任 

昭和36年１月 当社常務取締役就任 

昭和42年10月 当社専務取締役就任 

昭和47年12月 当社取締役副社長就任 

昭和56年６月 当社取締役就任 

昭和56年６月 トヨタ自動車販売㈱取締役社

長就任 

昭和57年７月 当社取締役社長就任 

平成４年９月 当社取締役会長就任 

平成７年６月 ㈱豊田中央研究所代表取締役

就任 

平成８年６月 ㈱コンポン研究所代表取締役

就任 

平成10年６月 東和不動産㈱代表取締役会長

就任 

平成11年６月 当社取締役名誉会長就任 
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(注) １ 監査役 茅 陽一、監査役 森下 洋一、監査役 岡田 明重および監査役 松尾 邦弘は、会社法第２

条第16号に定める社外監査役である。 

２ 取締役副社長 豊田 章男と取締役名誉会長 豊田 章一郎は、親子関係にある。 

３ 取締役の任期は、平成20年６月24日開催の定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会

の終結の時までである。 

４ 監査役 天野 吉和、監査役 山口 千秋、監査役 茅 陽一、監査役 松尾 邦弘の任期は、平成19年

６月22日開催の定時株主総会の終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会の終結の時までである。 

５ 監査役 中津川 昌樹、監査役 森下 洋一、監査役 岡田 明重の任期は、平成18年６月23日開催の定

時株主総会の終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会の終結の時までである。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

取締役相談役 奥 田   碩 昭和７年12月29日生

昭和30年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)３ 64 

昭和54年２月 トヨタ自動車販売㈱豪亜部長

就任 

昭和57年７月 当社取締役就任 

昭和62年９月 当社常務取締役就任 

昭和63年９月 当社専務取締役就任 

平成４年９月 当社取締役副社長就任 

平成７年８月 当社取締役社長就任 

平成11年６月 当社取締役会長就任 

平成18年６月 当社取締役相談役就任 

常勤監査役 天 野 吉 和 昭和24年３月11日生

昭和47年４月 当社入社 

(注)４ 21 

平成12年１月 当社コーポレートＩＴ部副部

長就任 

平成14年６月 当社取締役就任 

平成15年６月 当社常務役員就任 

平成19年６月 当社常勤監査役就任 

常勤監査役 山 口 千 秋 昭和24年12月25日生

昭和47年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)４ 5 

平成13年６月 トヨタファイナンス㈱専務取

締役就任 

平成15年６月 トヨタファイナンス㈱専務取

締役退任 

平成15年６月 当社常勤監査役就任 

常勤監査役 中津川 昌 樹 昭和28年１月29日生

昭和51年４月 トヨタ自動車販売㈱入社 

(注)５ 5 平成16年10月 当社経理部長就任 

平成18年６月 当社常勤監査役就任 

監査役 茅   陽 一 昭和９年５月18日生

平成７年５月 東京大学名誉教授就任 

(注)４ ― 
平成10年４月 ㈶地球環境産業技術研究機構

副理事長就任 

平成15年６月 当社監査役就任 

監査役 森 下 洋 一 昭和９年６月23日生

平成５年２月 松下電器産業㈱取締役社長就

任 

(注)５ ― 
平成12年６月 松下電器産業㈱取締役会長就

任 

平成18年６月 当社監査役就任 

平成18年６月 松下電器産業㈱相談役就任 

監査役 岡 田 明 重 昭和13年４月９日生

平成９年６月 ㈱さくら銀行取締役頭取就任 

(注)５ ― 

平成13年４月 ㈱三井住友銀行取締役会長就

任 

平成14年12月 ㈱三井住友フィナンシャルグ

ループ取締役会長就任 

平成17年６月 ㈱三井住友フィナンシャルグ

ループ取締役会長退任 

平成17年６月 ㈱三井住友銀行特別顧問就任 

平成18年６月 当社監査役就任 

監査役 松 尾 邦 弘 昭和17年９月13日生

平成16年６月 最高検察庁検事総長就任 

(注)４ ― 
平成18年６月 最高検察庁検事総長退官 

平成18年９月 弁護士登録 

平成19年６月 当社監査役就任 

計 16,446 
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(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

当社は、長期安定的な企業価値の向上を経営の最重要課題としている。その実現のためには、

株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係

を築き、お客様に満足していただける商品を提供することにより長期安定的な成長を遂げていく

ことが重要と考えている。この考え方は、経営の基本方針である「トヨタ基本理念」にも記され

ており、また、平成17年１月には、これをより具体的に明記した「社会・地球の持続可能な発展

への貢献」を「トヨタ基本理念」の解説書として策定し、公表、展開している。このような中

で、グローバル企業としての競争力を一層強化していくために、様々な施策を講じて、コーポレ

ート・ガバナンスの充実をはかっている。 

現行の経営制度は、平成15年に導入されたものである。それ以前との主な違いは、取締役数を

減らすとともに、取締役ではない「常務役員」を新設したことである。現行制度では、全社の

様々な機能のオペレーションに関して、取締役である「専務」が最高責任者の役割を担い、「常

務役員」が実務を遂行するという仕組みになっている。「専務」を経営に特化させるのではな

く、当社の強みである「現場重視」の考え方の下で、経営と現場の繋ぎ役と位置付けていること

が、大きな特徴である。この結果として、現場意見の全社経営戦略への反映や、経営意思決定事

項のオペレーションへの迅速な展開を通じて、現場に直結した意思決定をすることが可能になっ

ている。 

当社では、「インターナショナル・アドバイザリー・ボード」を設置し、海外の有識者からグ

ローバルな視点で、様々な経営課題に関するアドバイスを受けている。その他、「労使協議会・

労使懇談会」、「トヨタ環境委員会」、「ストックオプション委員会」などの各種の協議会・委

員会を通じて、様々なステークホルダーの視点から、経営や企業行動のあり方について審議やモ

ニタリングを行っている。 

また、当社は、社会的責任を果たす上で重要な活動を統括および推進するため、副社長以上の

取締役および監査役の代表で構成される「ＣＳＲ委員会」を設置しており、企業倫理、コンプラ

イアンス、リスク管理、社会貢献および環境マネジメントに関する重要課題ならびにその対応に

ついて同委員会で審議している。さらに、従業員に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫

理相談窓口」をはじめとした複数の相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する重要情報の早

期把握に努めている。今後とも全世界のトヨタで働く人々の心構え・行動指針である「トヨタ行

動指針」の一層の浸透をはかるとともに、各階層・各機能における教育や研修を通じて、企業倫

理の徹底に努めていきたいと考えている。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】
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当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役を含む７名の監査役は、監査役会が定めた監

査の方針および実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレート・ガバナンスの一翼を担って

いる。また、内部監査に関しては、経営者および直轄の独立した専任組織が、体制面の充実をは

かり、財務報告に係る内部統制の有効性を前連結会計年度より適用された米国企業改革法404条に

従い、評価している。これらの監査役監査および内部監査に、外部監査人による会計監査を加え

た３つの監査機能は、財務報告に対する信頼性向上のため、定期的に、あるいは必要に応じて随

時会合をもち、それぞれの監査計画と結果について情報共有、意思疎通をはかりながら、効率的

で実効性のある監査を実施している。なお、当社の当連結会計年度および当事業年度の会計監査

業務を執行した公認会計士は初川浩司、磯部泰夫、および木内仁志であり、あらた監査法人に所

属している。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士50名、会計士補等31名、その他24

名である。 

アカウンタビリティ (説明責任) の充実としては、米国企業改革法の制定を受け「情報開示委

員会」を設置し、フォーム20－Fに基づく年次報告書および有価証券報告書等において、当社の開

示すべき重要情報の網羅性、適正性を確保している。 

今後とも、以上のような長期的な視点からの経営戦略の立案と施策の実行を通じて企業価値の

長期安定的な向上に努めていきたいと考えている。 

なお、平成18年５月10日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスに関する基本的

な考え方をまとめた「内部統制の整備に関する基本方針」を決議している。 

  

(2) 役員報酬の内容 

当連結会計年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は次の通りである。 

  

 
(注) １ 期末日現在の人員数を記載している。 

２ 報酬等の額には、下記の金額を含めている。 

 
３ なお、当社の定める一定の基準に従い、当連結会計年度に下記の金額を未払費用に計上した。 

  取締役の退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給（平成18年６月23日開催の第102回定時株主 

  総会決議）相当額: 7,404百万円                             

  

(3) 監査報酬の内容 

当連結会計年度におけるトヨタのあらた監査法人に対する報酬等の内容は、次の通りである。 

  

 
  

人員：名 報酬等の額:百万円

取締役 29 3,538 
監査役 7 382 
(うち社外監査役) (4) (94)

36 3,920 

①

②

③

役員賞与金 (平成20年６月24日開催の第104回定時株主総会決議） 

ストックオプション (平成18年６月23日開催の第102回定時株主総会決議および平成19年 

６月22日開催の第103回定時株主総会決議） 

監査役の退任慰労引当金繰入額 

報酬等の額:百万円
１
 
当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務につ 
いての報酬等の額 1,535 

２ トヨタが支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 2,308 
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(4) 社外監査役との関係 

当社社外監査役およびその近親者と当社の間に、特別な利害関係はない。 

  

(5) 責任限定契約の内容の概要等 

当社は、社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第

１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度と

している。 

 また、当社は、取締役および監査役が本来なすべき職務の執行をより円滑に行うことができる

よう、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役 (取締役であった

者を含む。) および監査役 (監査役であった者を含む。) の会社法第423条第１項の賠償責任を法

令の限度において免除することができる旨を定款で定めている。 

  

(6) 取締役の定数 

当社は、取締役を30名以内とする旨を定款で定めている。 

  

(7) 剰余金の配当等の決定機関 

当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当 (中間

配当) を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めている。また、上記のほか、会社法第459

条第１項各号に掲げる事項についても、取締役会での決議を可能とする旨を定款で定めている。 

  

(8) 自己株式取得の決定機関 

当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第

２項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めている。また、

上記のほか、会社法第459条第１項第１号に掲げる事項についても、取締役会での決議を可能とす

る旨を定款で定めている。 

  

(9) 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議

要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって決議を行う旨を定款で定めている。 

  

(10) 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。 
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